
平
成
22
年
度
の
保
険
料
が�

変
更

　

平
成
22
年
４
月
か
ら
国
民
年
金

保
険
料
が
、
月
額
１
万
４
６
６
０

円
か
ら
１
万
５
１
０
０
円
に
変
更

に
な
り（
月
額
４
４
０
円
の
増
額
）、

１
年
分
は
18
万
１
２
０
０
円
に
な

り
ま
す
。

口
座
振
替
で
１
年
分
前
納

す
る
と
３
８
０
０
円
お
得

　

口
座
振
替
で
、
１
年
分
を
前
納

（
１
年
分
の
保
険
料
を
あ
ら
か
じ

め
納
入
す
る
こ
と
）
す
る
と
、
保

険
料
は
17
万
７
４
０
０
円
で
、
現

金
で
毎
月
納
め
る
の
に
比
べ
、
年

間
３
８
０
０
円
の
割
り
引
き
に
な

り
ま
す
。

現
金
で
１
年
分
前
納
す
る

と
３
２
２
０
円
お
得

　

現
金
（
納
付
書
）
で
１
年
分
を

前
納
す
る
と
保
険
料
は
17
万
７
９

８
０
円
で
、
現
金
で
毎
月
納
め
る

の
に
比
べ
、
年
間
３
２
２
０
円
の

割
り
引
き
に
な
り
ま
す
。

前
納
の
手
続
き
は

●
口
座
振
替
の
場
合

　

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
国
保
年

金
室
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替
日
は
４
月
30
日
㈮

で
す
。

●
現
金
（
納
付
書
）
の
場
合

　

年
金
事
務
所
か
ら
４
月
に
送
付

さ
れ
る
納
付
書
で
納
め
て
く
だ
さ

い
。
納
付
書
で
の
前
納
は
年
度
の

途
中
で
も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、

希
望
さ
れ
る
場
合
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
方

●
納
付
書
で
納
め
る
方
法

　

年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ
る

納
付
書
に
て
金
融
機
関
の
ほ
か
、

コ
ン
ビ
ニ
で
も
24
時
間
納
付
で
き

ま
す
。

●
口
座
振
替
で
納
め
る
方
法

　

金
融
機
関
の
窓
口
に
「
預
金
通

帳
」「
金
融
機
関
届
出
印
」「
納
付

書
ま
た
は
年
金
手
帳
」
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
通
常
の
口
座
振
替
の

ほ
か
、
月
々
の
保
険
料
を
当
月
引

き
落
と
し
に
す
る
と
、
月
額
50
円

の
割
引
と
な
る
早
割
制
度
も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

●�

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
め
る

方
法

　

市
役
所
ま
た
は
、
年
金
事
務
所

の
窓
口
に「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
」

「
認
め
印
」「
納
付
書
ま
た
は
年
金

手
帳
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
前

納
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　国民年金保険料をまとめて納める場合は割引があります。毎年上がる国民年
金保険料をお得に納める前納制度をご利用ください。

健康福祉部　国保年金室　年金・後期高齢者医療係　☎995-1813
沼津年金事務所　☎921-2201

前納がお得
4 4

です国民年金
保険料の
納付は

●
初
め
て
申
請
さ
れ
る
方

　

次
の
物
を
お
持
ち
に
な
り
、

市
役
所
ま
た
は
、
年
金
事
務
所

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物
／
年
金
手
帳
・
印
鑑（
本

人
署
名
の
場
合
は
不
要
）・
学

生
証
（
コ
ピ
ー
の
場
合
は
、
在

学
年
度
が
分
か
る
も
の
）

※
申
請
時
に
、
申
請
者
、
申
請

書
作
成
者
、
届
け
出
人
の
そ
れ

ぞ
れ
の
方
の
本
人
確
認
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
本
人
お
よ
び
親

族
以
外
の
方
が
、
申
請
書
を
作

成
す
る
場
合
は
、
委
任
状
が
必

要
で
す
。

●�

２
回
目
以
降
の
方
（
平

成
22
年
２
月
下
旬
ま
で

に
申
請
を
行
っ
た
方
）

　

平
成
22
年
度
も
引
き
続
き
学

生
で
あ
る
場
合
は
、
３
月
下
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
は
が
き

形
式
の
申
請
書
が
届
き
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
し
、
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。
学
生
証
の
コ

ピ
ー
な
ど
を
添
付
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
は
が
き
形
式
の
申
請

書
が
届
い
た
方
に
は
、
平
成
22

年
度
の
納
付
書
は
届
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
制
度
は
、
申
請
を
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
20
歳
以
上
の
学
生

が
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
猶
予
さ
れ
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

追
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
毎
年
度
申

請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
方
法
は

　

学
生
納
付
特
例
制
度
と
は

学生の方は

問合せ

�
広報すその　平成 22年 3月 1日号


